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国住参建第 2 9 1 6 - 2 号 

令和 7 年 1 2 月 1 5 日 

一輝株式会社 

代表取締役 稲場 誠 様 

 

国土交通大臣  金子 恭之 

 

 

 

 

下記の建築基準法施行規則第 1条の 3第 1項の表 3の各項（基礎ぐいの許容支持力の算出

方法に係る部分に限る。）の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法について、

当該各項の規定に基づき、下記のとおり確認申請書に添える図書から除かれる図書を指定す

る。 

 

記 

 

 
1. 認定番号 

TACP－0706 
 

2. 認定をした構造方法等の名称 

ケンマⅢ工法（先端地盤：粘土質地盤） 
 

3. 確認申請書に添える図書から除かれるものとして指定する図書 

建築基準法施行規則第 1 条の 3 第 1 項の表 3 の各項の規定に基づき、同表の各項の

（ろ）欄に掲げる基礎・地盤説明書のうち、基礎ぐいの許容支持力の算出方法に係

る図書（平成 13年国土交通省告示第 1113号第 6第一号の表に掲げる式のα、β及

びγの数値の算出方法に係るものに限る。） 

 

 

（注意）この指定書は、大切に保存しておいてください。 

    令和 7 年 10 月 1 日より大臣印の押印が廃止されております。 

 
 




